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３章 立地適正化計画の基本方針 

 

１．まちづくりの方針 ～まちづくりのストーリー～ 

 

２章で整理した本市の特徴、課題等を踏まえ、本市で目指すべきまちづくりについて、以下の４つ

の方針に取りまとめました。あわせて、方針の具体化にむけた取り組みのイメージを付記していま

す。 

 

本市の４つのまちづくりの方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

取り組みのイメージ 

取り組みのイメージ 

居住環境に関する方針 

脈々と創り出してきた限られた土地を有効活用し、安全を確保しつつ、良

好な住環境に更新していきます。 

⇒平地の安全性の高いエリアは極力有効活用 

都市構造に関する方針 

人口減少下、今後とも都市機能を島内で保つため、郡都名瀬の中心拠点に

都市機能を集約するとともに、バス網で周辺と結び、需要を維持する集約

型の都市構造の実現を図ります。 

 

都市の成長・持続に関する方針 

人口減少により都市の活力が低下するおそれがあり、それを補うため、都

市再生、集落の文化継承等を通じた魅力向上による、交流人口を活用した

まちづくりに取り組みます。 

 

コミュニティ・つながりに関する方針 

市街地（名瀬・上方・下方）や郊外（住用・笠利）での集落コミュニティ・

文化・つながりを継承し、活かしたまちづくりを推進します。 

 

⇒都市の再生・都市機能の集積 
⇒拠点と周辺をつなぐバス網整序（交通計画） 
⇒公営住宅を活用した都市構造の更新 
 

⇒コミュニティを維持する都市構造の継承 
⇒コミュニティを活用した地域ごと・集落ごとの 
  まちづくり方策の検討 
 

取り組みのイメージ 

取り組みのイメージ 

⇒まちなか整備による観光活性化 

⇒ホテル等施設の立地誘導 

 

取り組みのイメージ 

取り組みのイメージ 
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課題解決のための施策・誘導方針 ～まちづくりのストーリー～ 

まちづくりにより、何を狙いとして、何に取り組み、何を実現するべきか、を「まちづくりのストーリ

ー」として、以下に示します。 

 
 

まちづくりのストーリー 

○ 奄美市の市街地（名瀬、上方、下方）は、地形に制約された狭い土地で、これまで人口圧力に

対しまちが拡散しないように、既存の都市直近や集落を包含して、市街地整備を進めてきました。 

○ その結果、高い密度の市街地が形成され、各集落の文化・コミュニティも継承されてきました

が、一方で狭小・老朽化した住宅環境・都市環境が残され、人口流出にもつながってしまってい

ます。 

 

【施策・誘導方針】 

 今後も、高齢化・人口減少が進み、地域の一層の衰退が懸念されますが、それでも一定の密度

は維持されること、また充実したバス網、島を代表する郡都としての地位、観光・交流の活性

化、継承される文化・コミュニティを背景に、人口減を逆に街の環境を向上させる好機と捉え、

以下の取り組みを実施していきます。 
 

■人口密度の低下を現在の市街地を維持更新につなげ、 

都市再生・住環境の向上に取り組み、街全体の質の向上を図ります。 

■島独自の自然・コミュニティ・文化を継承・活用するとともに、 

観光・交流を武器に、持続する市街地の形成を図ります。 

■コミュニティ、文化、環境など各集落が異なる特徴を持つため、 

各集落・町内会に根差した課題解決のアプローチを図ります。 

  

充実したバス網を軸に

一極集中の都市構造 

高密度・狭い住宅・老朽

市街地 

 

島独自のコミュニ

ティ・文化継承 

 

優れた自然・文化を

元に交流人口を活用 
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２．目指すべき都市のすがた   ～奄美市の将来像～ 

 

市全域・市街地部の将来像 
 

 まちづくりの方針の実現にむけては、市内の各地域で異なる取り組みを行い、全体として持続的なま

ちづくりにつながるよう、取り組んでいく必要があります。そのため、市内各地域、市街地各地域にお

ける将来像を以下に設定します。 

 また、特に本市では各集落・各地区が異なる特性を持つことから、全体としての将来像とともに、今

後、地区ごとにまちづくりを進めていくための枠組みを本計画に位置づけます。 

 

奄美市の将来像 

 

【奄美市全域】   

○ 郡都名瀬の中心市街地とマリンタウン周辺を中心拠点と位置付け、奄美市・奄美大島最

大の市街地として、移住者を含む島民が不自由なく暮らし、観光・交流者が島の雰囲気や

もてなしを感じられるよう、都市機能の集積・市街地環境形成を進めます。 

○ 将来にわたり高齢者を含め日常生活を不便なく過ごせるよう、中心拠点を補完する拠点

として、周辺市街地（名瀬の中心拠点以外、上方、下方）および郊外拠点（古見方、住用

地域、笠利地域）を位置づけます。 

○ これら中心拠点、周辺市街地、郊外拠点を骨格軸（幹線公共交通）により結ぶことで、

地域住民や観光客の移動手段を確保し、地域ごとの暮らし・文化を維持していきます。 

○ あわせて各集落（小学校所在地等）を集落エリアとして位置づけ、コミュニティバスに

より拠点までのアクセスを確保します。 

 

【市街地部（都市計画区域）】   ⇒集落ごと・地区ごとのまちづくりの展開 

○ 名瀬、上方、下方の３地域が市街地部（用途地域内）に位置しており、これら地域が立

地適正化計画の計画対象区域となります。 

○ 市街地部では、名瀬中心市街地とマリンタウン周辺を中心拠点、その他を周辺市街地と

して位置づけます。中心拠点では、商業、観光、金融、行政、医療、教育文化、交流等の

多様な都市機能を確保します。島民の生活を支える中心部であるとともに、観光・交流の

拠点であることを重視し、アメニティとホスピタリティにあふれた機能・市街地を実現し

ます。周辺市街地は都市の居住を支える地域として、中心拠点と連携しながら一体として

生活環境を維持していきます。 

○ またこれらの地区では、市街地全体の都市構造のあり方を本計画で定めるとともに、今

後、地域ごとの課題に対し、住民主体によるきめ細かな対応策を講じていくため、集落ご

と、地区ごとのまちづくりの展開を図ります。 
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目指すべき都市の骨格構造 

 

 

 

 

 

  

骨格軸（幹線公共交通） 

中心拠点と周辺市街地、郊外

拠点を結ぶ骨格軸として、幹

線的な公共交通により、住

民、観光客等の移動を担保し

ます。 

集
落
・
町
内
会
ご
と
・
地
区
ご
と
の
ま
ち
づ
く
り
の
展
開 

中心拠点（名瀬中心市街地等） 

多様な都市機能が集積し、公共交
通の利便性の高い拠点として中心
市街地周辺に設定します。 
－市街地更新・機能集積による 
質の向上 

－都市の観光滞在拠点化 

周辺市街地（名瀬・上方・下方市街地） 

中心拠点に徒歩や幹線公共交通でアクセ
スが容易で安全・コミュニティが確保され
た市街地として用途地域内に設定します。 
－良好な住環境の整備 
－利便性・安全性向上にむけた地区ごと
のまちづくりの展開 

郊外拠点（古見方・住用・笠利） 

集落地域の生活を支える拠点として各地

区の支所周辺等に設定します。 

－生活利便施設や公共交通の維持 

－集落文化、コミュニティの維持 

－自然志向の移住者の受け入れ 
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用
途
地
域 

都
市
計
画
区
域
外
・用
途
地
域
外 

○ 基本的に用途地域内を居住区域として想定しますが、地域内でも災害に注意する必要がある箇所は特に

防災・減災の取り組みをあわせて進めることとします。 

 

都市の骨格の基本的な考え方（拠点・エリア） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市の骨格の基本的な考え方（公共交通軸）

都
市
計
画
区
域 

都
市
計
画
区
域
外 

中心拠点 

周辺市街地 

居住誘導 

エリア 

災害危険エ

リア 

郊外 

拠点 

集落 

エリア 

●市内外から人、もの、ことが集まる賑わいと活力のある拠点とし
て位置づけ 

●商業・観光、金融、行政、医療、教育、文化、交流機能等の多様
な都市機能を誘導 

●歩いて暮らせるまちづくりの拠点とともに、公共交通（幹線）に
より地区拠点や各エリアを結ぶ 

●名瀬、上方、下方地区に、生活利便機能が立地する周辺市街地を
位置づけ 

●公共交通（幹線、支線）により拠点、各エリアおよび周辺集落エ
リアを結ぶ 

●中心拠点へ徒歩、公共交通でアクセスできる居住の中心となるエ
リア 

●一定の人口密度を維持し、コミュニティやエリア内拠点の都市機
能を維持 

●居住誘導エリアの中でも、災害に注意する必要がある地域では、
災害リスクの周知など、防災・減災の取り組みを進める 

●用途地域の中でも特に災害危険性の高い箇所。居住地域としては
位置づけない 

●集落エリアの生活利便性を確保する拠点地区 
●店舗や診療所など日常生活に必要な施設や学校・集会所などコミ
ュニティの核となる施設の維持、道の駅等観光等の視点からも複
合的に利便性を高める地区として位置づけ 

●公共交通（支線）等により拠点および周辺集落等を結ぶ 

●奄美市の集落（しま）文化を継承する集落地 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

居
住
誘
導
区
域 

都
市
機
能
誘
導
区
域 

公共交通（幹線）による 
骨格軸 

中心拠点、周辺市街地、郊外拠点および居住誘導エリアを結び、奄美
市全体の移動の骨格を形成する軸  
※地域公共交通網形成計画における路線バス（幹線） 

公共交通（支線）による連携 

各拠点と集落等を結び、地域住民の日常生活を支える公共交通（支線） 
※地域公共交通計画における自家用有償旅客運送・ライドシェア導入の
検討 


